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○
国
土
交
通
省
令
第

号

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令

和
元
年
法
律
第
三
十
七
号
）
及
び
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法

律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
政
令
の
整
理
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第

号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
関
係
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
成
年
被

後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴

う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年

月

日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

等
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
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（
旅
行
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

旅
行
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
旅
行
業
又
は
旅
行
業
者
代
理
業
を
適
正
に
遂
行
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
者
）

第
二
条
の
二

法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神

（
新
設
）

の
機
能
の
障
害
に
よ
り
旅
行
業
又
は
旅
行
業
者
代
理
業
を
適
正
に
遂
行
す
る
に
当

た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

と
す
る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
認
知
等
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
と
な
つ
た

場
合
の
届
出
）

第
四
十
条
の
二

旅
行
業
者
代
理
業
者
（
個
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
若

（
新
設
）

し
く
は
同
居
の
親
族
を
含
む
。
）
は
、
当
該
旅
行
業
者
代
理
業
者
（
法
人
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
役
員
）
が
精
神
の
機
能
の
障
害
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
認
知
、
判
断

及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
と
な
つ
た
と
き
は
、
登
録

行
政
庁
（
旅
行
業
者
代
理
業
者
が
現
に
登
録
を
受
け
て
い
る
行
政
庁
を
い
う
。
）

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
病
名
、
障
害
の
程
度

、
病
因
、
病
後
の
経
過
、
治
癒
の
見
込
み
そ
の
他
参
考
と
な
る
所
見
を
記
載
し
た

医
師
の
診
断
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
規
登
録
の
添
付
書
類
）

（
新
規
登
録
の
添
付
書
類
）

第
四
十
三
条

法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し

第
四
十
三
条

法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し

た
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

た
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

一

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
八
号
並
び
に
法
第

ニ

法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号

二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ

ま
で
並
び
に
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ

と
を
証
す
る
書
類

と
を
証
す
る
書
類

二

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

二

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
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イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
八
号
並
び
に
法
第
二

ハ

法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
並
び
に
法
第
二

十
六
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

こ
と
を
証
す
る
書
類

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
を
適
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
者
）

第
四
十
四
条
の
二

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者

（
新
設
）

は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
を
適
正
に
遂
行
す
る
に

当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

者
と
す
る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
認
知
等
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
と
な
つ
た

場
合
の
届
出
）

第
五
十
五
条
の
二

旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
（
個
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
定
代

（
新
設
）

理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族
を
含
む
。
）
は
、
当
該
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
（

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
員
）
が
精
神
の
機
能
の
障
害
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り

認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
と
な
つ
た
と

き
は
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
病
名
、
障
害
の
程
度
、
病
因
、
病
後
の

経
過
、
治
癒
の
見
込
み
そ
の
他
参
考
と
な
る
所
見
を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
旅
行
業
協
会
の
指
定
の
申
請
）

（
旅
行
業
協
会
の
指
定
の
申
請
）

第
五
十
七
条

（
略
）

第
五
十
七
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て

七

法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る
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い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

こ
と
を
証
す
る
書
類

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
法
第
四
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
者
）

第
五
十
七
条
の
二

法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者

（
新
設
）

は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
法
第
四
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
に

行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
者
と
す
る
。


